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再就職手当
受給資格者が安定した職業（１年超の雇用見込みのある職業等）に就いた場合であって、所定給付日数の

３分の１以上を残して再就職した場合には、支給残日数の50％に基本手当日額（※）を乗じた額の一時金が
支給される。

支給残日数が所定給付日数の３分の２以上の場合には、支給残日数の60％に基本手当日額を乗じた一時金が
支給される。
※基本手当日額は5,805円（60～64歳は4,707円）を上限とする。

就業促進定着手当
基本手当受給者で早期再就職し、再就職後６月間定着した場合に、離職前の賃金から再就職後賃金が低下して

いた者について、低下した賃金の６月分が支給される（支給残日数の40％分を上限）。

再就職手当について

平成12年
改正以前

平成12年改正
（平成13年４月施行）

平成15年改正
（同年５月施行）

平成21年改正
（同年４月施行）

平成23年改正
（同年８月施行）

平成26年改正
（同年４月施行）

平成28年改正
(平成29年１月施行)

給
付
額

所定給付日数の区
分

及び
支給残日数の

区分
に応じて支給

※支給残日数が所定
給付日数の1/3以
上かつ45日以上
必要

支給残日数
の

１／３分

※省令で規定

支給残日数の
３０％分

所定給付日数
1/3以上

支給残日数の40%

所定給付日数
2/3以上：

支給残日数の50%

※「支給残日数が45
日以上」は要件と
して撤廃

※平成23年度末まで

所定給付日数
1/3以上：

支給残日数の50%

所定給付日数
2/3以上：

支給残日数の60%

※恒久化

離職前賃金からの
低下分（６月分）

を追加支給

支給残日数の
40％分を上限

※６月間職場に定着
することを条件

所定給付日数
1/3以上

支給残日数の60%

所定給付日数
2/3以上

支給残日数の70%

（所定給付日数2/3
以上で再就職した場
合は、就業促進定着
手当は支給残日数の

30%分を上限）

現行制度の概要

再就職手当に係る主な制度変遷
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再就職手当等の支給状況再就職手当等の支給状況

受 給 者 数 支 給 金 額
前年度比 前年度比

平成18年度 366,633 14.8 59,916,095 14.1

平成19年度 364,631 △0.5 59,750,527 △0.3

平成20年度 347,288 △4.8 58,934,599 △1.4

平成21年度 390,903 12.6 99,667,269 69.1

平成22年度 352,861 △9.7 90,753,099 △8.9

平成23年度 359,848 2.0 101,619,063 12.0

平成24年度 387,438 7.7 120,614,333 18.7

平成25年度 395,401 2.1 121,894,795 1.1

平成26年度 384,596 △2.7 117,107,382 △3.9

平成27年度 405,715 5.5 125,155,326 6.9 

(単位：人、％、千円)

(注１)各年度の数値は年度合計値である。
(注２)支給金額は業務統計値である。
(注３)就業定着促進手当は平成26年10月以降支給開始

している。

受 給 者 数 支 給 金 額

平成26年度 61,341 11,211,074 

平成27年度 142,346 25,900,007 
平成28年４月 10,700 1,906,467 

５月 12,904 2,333,331 
６月 13,394 2,462,478 
７月 9,907 1,853,739 
８月 8,548 1,651,394 

【再就職手当・年度別】

【就業促進定着手当・年度別・月別】

2



再就職手当の支給状況再就職手当の支給状況

受 給 者 数
（A）

支 給 金 額
受給資格決定件数

（B）
受給率
（A/B)うち残日数

2/3以上
うち残日数
1/3以上

うち残日数
2/3以上

うち残日数
1/3以上

平成18年度
366,633
(100%) 

300,885
(82.1%) 

65,748
(17.9%)

59,916,095
(100%)

51,067,356
(85.2%)

8,848,738
(14.8%)

1,987,274 18.4

平成19年度
364,631
(100%) 

300,356
(82.4%) 

64,275
(17.6%)

59,750,527
(100%)

51,315,967
(85.9%)

8,434,561
(14.1%)

1,895,008 19.2

平成20年度
347,288
(100%) 

282,332
(81.3%) 

64,956
(18.7%)

58,934,599
(100%)

50,155,147
(85.1%)

8,779,452
(14.9%)

2,200,007 15.8

平成21年度
390,903
(100%) 

279,704
(71.6%)

111,199
(28.4%)

99,667,269
(100%) 

81,719,911
(82.0%)

17,947,358
(18.0%)

2,265,042 17.3

平成22年度
352,861
(100%) 

259,942
(73.7%)

92,919
(26.3%)

90,753,099
(100%) 

75,761,397
(83.5%)

14,991,702
(16.5%)

1,902,110 18.6

平成23年度
359,848
(100%) 

270,148
(75.1%)

89,700
(24.9%)

101,619,063
(100%) 

85,748,531
(84.4%)

15,870,532
(15.6%)

1,931,711 18.6

平成24年度
387,438
(100%) 

296,107
(76.4%)

91,331
(23.6%)

120,614,333
(100%) 

102,991,172
(85.4%)

17,623,161
(14.6%)

1,831,443 21.2

平成25年度
395,401
(100%) 

301,482
(76.2%)

93,919
(23.8%)

121,894,795
(100%) 

103,171,319
(84.6%)

18,723,476
(15.4%)

1,665,847 23.7

平成26年度
384,596
(100%) 

299,603
(77.9%)

84,993
(22.1%)

117,107,382
(100%) 

101,232,901
(86.4%)

15,874,481
(13.6%)

1,564,722 24.6

平成27年度
405,715
(100%) 

319,908
(78.9%)

85,807
(21.1%)

125,155,326
(100%) 

109,246,402
(87.3%)

15,908,924
(12.7%)

1,491,060 27.2

【年度別】 (単位：人、千円、件、％）

(注１)各年度の数値は年度合計値である。
(注２)支給金額は業務統計値である。
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１年未満 １年以上
５年未満

５年以上
１０年未満

１０年以上
２０年未満

２０年以上

30 歳未満 90 日 90 日 120 日 180 日

30 歳以上 35 歳未満 90 日 90 日 180 日 210 日 240 日

35 歳以上 45 歳未満 90 日 90 日 180 日 240 日 270 日

45 歳以上 60 歳未満 90 日 180 日 240 日 270 日 330 日

60 歳以上 65 歳未満 90 日 150日 180 日 210 日 240 日

区分

－

特定受給資格者の再就職手当の受給状況

１年未満 １年以上
５年未満

５年以上
１０年未満

１０年以上
２０年未満

２０年以上 計

30 歳未満 14.7％ 21.8％ 31.9％ 50.6％ － 22.2%

30 歳以上 35 歳未満 11.3％ 19.1％ 39.1％ 48.5％ － 26.8%

35 歳以上 45 歳未満 13.0％ 19.7％ 39.0％ 50.6％ 58.5％ 31.2%

45 歳以上 60 歳未満 12.5％ 28.1％ 38.6％ 41.6％ 49.1％ 35.9%

60 歳以上 65 歳未満 9.1％ 19.4％ 21.3％ 19.9％ 19.5％ 19.4%

【所定給付日数】

被保険者であった
期間

区分

被保険者であった
期間

【受給率】 特定受給資格者全体の受給率 29.8％

注１） 特定受給資格者（特定理由離職者（暫定措置の対象者に限る）を含む。）について、平成27年度の再就職手当の受給状況を集計したもの。
注２） 特定受給資格者には、就職困難者を含まない。
注３） 受給率 ＝ 再就職手当受給者数／受給資格決定件数4



特定受給資格者以外の再就職手当の受給状況

１年未満 １年以上
５年未満

５年以上
１０年未満

１０年以上
２０年未満

２０年以上

30 歳未満 － 90 日 90 日 120 日

30 歳以上 35 歳未満 － 90 日 90 日 120 日 150 日

35 歳以上 45 歳未満 － 90 日 90 日 120 日 150 日

45 歳以上 60 歳未満 － 90 日 90 日 120 日 150 日

60 歳以上 65 歳未満 － 90日 90 日 120 日 150 日

区分

－

１年未満 １年以上
５年未満

５年以上
１０年未満

１０年以上
２０年未満

２０年以上 計

30 歳未満 － 30.1％ 29.3％ 33.9％ － 29.9%

30 歳以上 35 歳未満 － 23.6％ 27.2％ 29.3％ － 25.9%

35 歳以上 45 歳未満 － 27.1％ 33.9％ 34.7％ 38.8％ 31.1%

45 歳以上 60 歳未満 － 25.5％ 29.4％ 30.4％ 27.3％ 27.6%

60 歳以上 65 歳未満 － 15.9％ 14.0％ 11.9％ 8.7％ 11.3%

【所定給付日数】

被保険者であった
期間

区分

被保険者であった
期間

【受給率】 特定受給資格者以外全体の受給率 26.4％
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注１） 特定受給資格者以外について、平成27年度の再就職手当の受給状況を集計したもの。
注２） 特定受給資格者以外には、就職困難者を含まない。
注３） 受給率 ＝ 再就職手当受給者数／受給資格決定件数
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論点

○ 再就職手当について、早期再就職の促進等の観点からどのように考えるか。


